
 

 

 

建退共は、退職金の積立制度です！ 

「加入・履行証明書」は、事業主の方が被共済者全員に、就労日数に応じて共済証紙または電子

（退職金ポイント）で退職金積み立てを行っていただいていることが確認できた際に発行されます。 

令和 4年度からは、審査が厳格化されています。発行基準及び審査要領につきましては、令和 4

年 1 月に発送しております「令和 4 年 1 月 28 日付け建退共長発第 12 号」をご参照いただきますよう

お願い申し上げます。（建退共長崎県支部 HPへも掲載。） 

なお、「共済手帳受払簿」「共済証紙受払簿」も、本部様式へ変更 となっていますので、ご

提出の際は、ご注意ください。（様式は、建退共長崎県支部 HPよりダウンロードできます。） 
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先般、建退共長崎県支部の支部長が交代いたしました。このため、「加入・履行証明願」

の証明者が変更となりましたので現在お持ちの「加入・履行証明願」は破棄していただき、

今後は同封の新「加入・履行証明願」にて提出していただきますようお願い申し上

げます。 

なお、建退共長崎県支部ホームぺージからは入力フォームがダウンロードできます。 

（すでに「加入・履行証明願」を提出されている場合は、個別に対応させていただいております。） 

当方の都合にて誠に恐縮ではありますが、何卒ご了承くださいますよう重ねてお願い申

しあげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ご不明な点がございましたら建退共長崎県支部（℡095-826-2285）迄お問い合わせください。  

 

長崎発 

支部長 谷村  隆三 

 

支部長 根〆 眞悟 

新支部長 

旧支部長 

  ここの支部長名が変更
．．

となりました！ 

令和 4年 5月 26日までに取得（発行）された加入・履行証明書は、そのままご使用いただけ

ます。令和 4年 5月 27日以降に発行する加入・履行証明書が新
．
支部
．．
長
．
名
．
となります。 

今年、すでに取得（発行）している「加入・履行証明書」はどうなるの!? 

 

※なお、このお知らせは令和 4 年 5 月 26 日時点で建退共と契約が結ばれている共済契約者へ送付しています。  

建退共の「加入・履行証明書」とは!? 

 
取得された「加入・履行証明書」は、経営事項審査及び入札参加申請時等に発注機関へ提出して

いただいています。 

 


